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2021 年 12 月 27 日 規則 第 59 号 
試験機規則の一部を改正する規則 
 
「試験機規則」の一部を次のように改正する。 

 
1 章 総則 

1.2 検査 

1.2.4 検査の実施及び時期* 
 
-2.(1)を次のように改める。 
 

-2. 更新検査 
次の(1)から(3)に該当する場合には，試験機，附属する機器及び検定器（以下「試験機器」

という。）の種類に応じて 2 章以下に規定する更新検査を行い，該当各章の規定に適合し

ていることを確認する。ただし，(2)及び(3)においては，初回検査相当の検査を要求するこ

とがある。 
なお，更新検査を受けるに際して，あらかじめ試験機器の主要部分の整備を行った場合

には，その整備記録を作成しておき，本会が請求した場合にはこれを提示しなければなら

ない。 
(1) 証明書の有効期間を更新する場合 
(2) 安全装置及び試験機器の精度に関する主要部分を改造した場合 
(3) 据付け替えを行った場合（硬さ試験機を除く。） 

 
1.3 証明書等 

1.3.1 の表題を次のように改める。 

1.3.1 証明書等の発行* 
-1. 本会は，検査に合格した試験機に対し，証明書，検査記録及び検査銘板を発行する。 
-2. 本会は検査に合格した力計及び基準試験片に対し証明書及び検査記録を発行する。 
-3. 所有者は，効力を有する証明書を喪失又は汚損したとき，その再発行を申込むこと

ができる。 
 

1.3.3 を次のように改める。 

1.3.3 証明書の有効期間更新間隔 
-1. 試験機及び附属する機器の証明書の有効期間更新間隔は原則として，12 ヶ月とする

を超えないこと。 
-2. 力計の証明書の有効期間更新間隔は原則として，24 ヶ月とするを超えないこと。 
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附  則 

 
1. この規則は，2021 年 12 月 27 日（以下，施行日という。）から施行する。 
2. 施行日前に検査申込みのあった試験機及び力計にあっては，この規則による規定

にかかわらず，なお従前の例による。 
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2021 年 12 月 27 日 達 第 56 号 
試験機規則検査要領の一部を改正する達 
 
「試験機規則検査要領」の一部を次のように改正する。 

 
1 章 総則 

1.3 証明書等 

1.3.1 を削る。 

1.3.1 証明書等の発行 
-1. 証明書は様式 TM2-1 号，様式 TM2-2 号又は様式 TM2-3 号による。 
-2. 検査銘板は様式 TM3-1 号又は様式 TM 3-2 号による。なお，規則 1.2.1-2.の規定に

より，一部の測定レンジのみにて検査を行った場合は，様式 TM4 号の検査銘板も付す。 

1.3.5 表示 
 
-4.(1)を次のように改める。 
 

-4. 規則 1.3.5-2.にいう「本会が適当と認める表示」とは，次をいう。 
(1) 力計の場合 

(a) 最大容量 
(b) 製造者名 
(c) 製造年月 
(d) ID. No. 
(e) 校正年月日 
(f) 有効年月日 
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2 章 引張試験機及び圧縮試験機 

2.2 構造 

-2.及び-3.を次のように改める。 
 

-1. 規則 2.2-2.にいう「本会が差し支えないと認める場合」とは手動により力を加える

試験機の場合をいう。 
-2. 規則 2.2-5.にいう「伸び計」は，JIS B 7741「一軸試験に使用する伸び計の検証方法」

に定めるに規定される 2 等級以上のものとする。なお，この規格は，原則として最新版に

よること。 
-3. 規則 2.2-6.にいう「負荷速度制御装置」は，提出される検査方案により承認する。 

 
2.4 初回検査及び更新検査 

2.4.1 一般 
 
(3)を次のように改める。 
 

(3) 力を指示又は記録する装置は，試験片に加えられている力が容易に読み取れるもの

であって，試験片に加えられている力の状態を常に指示又は記録し，かつ力の変化

に追従して著しい進み遅れなしに指示又は記録できるものであること。なお，「試

験片に加えられている力が容易に読み取れるもの」とは，指針により目盛板上で力

を指示する方式又は記録紙上で力を指示する方式にあっては，JIS B 7721「引張試

験機力の検証方法」の規定に準じた指針及び目盛板又は記録ペン及び記録紙を備え

るものとする。なお，この規格は，原則として最新版によること。 

2.4.2 性能検査 
 
-3.及び-4.を次のように改める。 
 

-3. 規則 2.4.2-5.にいう「本会が適当と認める方法」とは，JIS B 7721「引張・圧縮試験

機 – 力計測系の校正・検証方法」によるものをいう。なお，この規格は，原則として最

新版によること。 
-4. 規則 2.4.2-5.にいう「十分な精度」とは，JIS B 7721「引張・圧縮試験機 – 力計測系

の校正・検証方法」において規定される 1 等級以上であることをいう。なお，この規格は，

原則として最新版によること。 
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3 章 シャルピー振子式衝撃試験機 

3.4 初回検査 

3.4.2 性能検査 
 
-4.及び-5.を次のように改める。 
 

-4. 規則 3.4.2-2.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7722「シャルピー振子

式衝撃試験 - 試験機の検証」の 7.「基礎，据付け」，8.「機枠」，9.「振子」，10.「受け

台及び載せ台」及び 11.「表示装置」によるに適合する方法とする。なお，この規格は，

原則として最新版によること。 
-5. 規則 3.4.2-3.にいう「本会の適当と認める方法」は JIS B 7722「シャルピー振子式衝

撃試験 - 試験機の検証」の 12.「基準試験片を使用する間接検証」及び 14.「誤差と繰返し

性」によるに適合する方法とする。なお，この規格は，原則として最新版によること。 
 
 
 
 

4 章 硬さ試験 

4.2 ブリネル硬さ試験機 

4.2.3 を次のように改める。 

4.2.3 初回検査 
-1. 構造及び設置 
規則 4.2.3-1.にいう「本会の適当と認める方法」とは，以下によるものをいう。 
(1) 試験機の水平度は，1/1000 以内を標準とする。 
(2) 試験機の据付けは，基礎台上又は床上とする。 
(3) 「規則 4.2.3-3.に規定する直接検証」及び「規則 4.2.3-4.に規定する間接検証」に先

立って，JIS B 7724「ブリネル硬さ試験 試験機の検証」のに規定される 3.「一般条

要件」に定める事項を確認する。なお，この規格は，原則として最新版によること。 
-2. 規則 4.2.3-1.にいう「構造の検査」では，機枠及び試料受台の剛性を 29420N の試験

力を加えた場合の機枠及び試料受台の変位で測ることとする。十分な剛性の標準は以下の

とおりとする。 
(1) コの字形機枠の場合: 試験力軸中心線上で測った変位が 0.5 mm 以内。 
(2) 門形機枠の場合: スパンが 3 m 程度までの門形機枠の場合には，試験力軸中心線上

で測った変位が 2 mm 以内。なお，門形機枠の場合には，昇降用ねじのバックラッ

シュを除去する構造とすることが望ましい。 
-3. 直接検証 
(1) 規則 4.2.3-3.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7724「ブリネル硬さ試

験 試験機の検証」の 4.「直接検証」よるものに適合する方法をいう。なお，この

規格は，原則として最新版によること。 
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(2) 規則 4.2.3-3.(1)にいう「本会が適当と認める力計」については 2.4.2-2.を準用する。 
(3) 規則 4.2.3-3.(1)において同一の呼び試験力で用いられる分銅又はおもりが複数の場

合は，相互の質量のばらつきがその平均質量の 0.1%以内であることを確認する。 
-4. 間接検証 
(1) 規則 4.2.3-4.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7724「ブリネル硬さ試

験 試験機の検証」の 5.「間接検証」によるものに適合する方法をいう。なお，こ

の規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.2.3-4.にいう「本会が適当と認める硬さ基準片」とは，本会又は本会が認め

る機関によって値付けされた JIS B 7736 に適合している硬さ基準片をいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 

 
4.3 ロックウェル硬さ試験機 

4.3.3 を次のように改める。 

4.3.3 初回検査 
-1. 構造及び設置 
規則 4.3.3-1.にいう「本会の適当と認める方法」とは，以下によるものをいう。 
(1) 試験機の水平度は，1/1000 以内を標準とする。 
(2) 除振台等のついた専用の台上に設置すること。 
(3) 「規則 4.3.3-2.に規定する直接検証」及び「規則 4.3.3-3.に規定する間接検証」に先

立って，JIS B 7726「ロックウェル硬さ試験 – 試験機の検証」の 3.に規定される「一

般条件」に定める事項を確認する。なお，この規格は，原則として最新版によるこ

と。 
-2. 直接検証 
(1) 規則 4.3.3-3.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7726「ロックウェル硬

さ試験 – 試験機の検証」の 4.「直接検証」よるものに適合する方法をいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.3.3-3.(1)にいう「本会が適当と認める力計」については 2.4.2-2.を準用する。 
-3. 間接検証 
(1) 規則 4.3.3-4.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7726「ロックウェル硬

さ試験 – 試験機の検証」の 5.「間接検証」によるものに適合する方法をいう。な

お，この規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.3.3-4.にいう「本会が適当と認める硬さ基準片」とは，本会又は本会が認め

る機関によって値付けされた JIS B 7730 に適合している硬さ基準片をいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 

 
4.4 ビッカース硬さ試験機 

4.4.3 を次のように改める。 

4.4.3 初回検査 
-1. 構造及び設置 
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規則 4.4.3-1.にいう「本会の適当と認める方法」とは，試験機の「規則 4.4.3-3.に規定す

る直接検証」及び｢規則 4.4.3-4.に規定する間接検証｣に先立って，JIS B 7725「ビッカース

硬さ試験－試験機の検証」の 3.「一般条件」に定める事項を確認することをいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
-2. 直接検証 
(1) 規則 4.4.3-3.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7725「ビッカース硬さ

試験－試験機の検証」の 4.「直接検証」によるものに適合する方法をいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.4.3-3.(1)にいう「本会が適当と認める力計」については 2.4.2-2.を準用する。 
(3) 規則 4.4.3-3.(1)において同一の呼び試験力で用いられる分銅又はおもりが複数の場

合は，相互の質量のばらつきがその平均質量の 0.1%以内であることを確認する。 
-3. 間接検証 
(1) 規則 4.4.3-4.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7725「ビッカース硬さ

試験－試験機の検証」の 5.「間接検証」によるものに適合する方法をいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.4.3-4.にいう「本会が適当と認める硬さ基準片」とは，本会または本会が認

める機関によって値付けされた JIS B 7735 に適合する硬さ基準片をいう。なお，こ

の規格は，原則として最新版によること。 

 
4.5 ショア硬さ試験機 

4.5.3 を次のように改める。 

4.5.3 初回検査及び更新検査 
(1) 規則 4.5.3-2.にいう「本会が適当と認める硬さ基準片」とは，本会又は本会が認め

る機関によって値付けされた JIS B 7731 に適合する硬さ基準片をいう。なお，この

規格は，原則として最新版によること。 
(2) 規則 4.5.3-2.にいう「本会が適当と認める方法」とは，JIS B 7727「ショア硬さ試験 

試験機の検証」の 4.「間接検証」によるものに適合する方法をいう。なお，この規

格は，原則として最新版によること。 
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5 章 力計 

5.3 初回検査及び更新検査 

5.3.1 を次のように改める。 

5.3.1 一般 
規則 5.3.1-2.にいう「装置，構造等の有効性の確認」とは，JIS B 7728「一軸試験機の検

証に使用する力計の校正方法」により，以下の事項について確認することをいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
(1) 力の作用に関する検証 
(2) 指示装置の分解能 
(3) 使用範囲の下限 

5.3.2 性能検査 
 
-2.を次のように改める。 
 

-1. 規則 5.3.2-1.にいう「過負荷試験」は，力計を校正・サービスのために出荷する前に

製造業者が行う試験に代えることができる。 
-2. 規則 5.3.2-2.にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7728「一軸試験機の検

証に使用する力計の校正方法」によるものに適合する方法をいう。また，「十分な精度」

とは，同 JIS B 7728 における規定される 1 等級以上であることをいう。なお，この規格は，

原則として最新版によること。 
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6 章 シャルピー振子式衝撃試験機の検証用基準試験片 

6.2 を次のように改める。 
 

6.2 材料 

規則 6.2 にいう「本会の適当と認める材料」とは，JIS B 7740「シャルピー振子式衝撃試

験機 試験機の検証用基準試験片」の 6.1 によるものをいう。なお，この規格は，原則と

して最新版によること。 
 

6.3 を次のように改める。 
 

6.3 形状及び寸法 

規則 6.3 にいう「本会の適当と認める形状及び寸法」とは，JIS B 7740「シャルピー振子

式衝撃試験機 試験機の検証用基準試験片」の 6.2 に示されるによるものをいう。なお，

この規格は，原則として最新版によること。 
 

6.4 基準試験片の検査 

6.4.2 を次のように改める。 

6.4.2 基準エネルギーの決定 
規則 6.4.2 にいう「本会の適当と認める方法」とは，JIS B 7740「シャルピー振子式衝撃

試験機 試験機の検証用基準試験片」の 6.4 によるものに適合する方法をいう。なお，この

規格は，原則として最新版によること。 
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様式 TM2-1 号，TM2-2 号，TM2-3 号，TM3-1 号，TM3-2 号及び TM4 号を削る。 

 
様式 TM2-1 号 
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様式 TM2-2 号 
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様式 TM2-3 号 
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様式 TM3-1 号 

 
 
様式 TM3-2 号 

 
 
様式 TM4 号 

 
 

 

 

 
附  則 

 
1. この達は，2021 年 12 月 27 日（以下，施行日という。）から施行する。 
2. 施行日前に検査申込みのあった試験機及び力計にあっては，この達による規定に

かかわらず，なお従前の例による。 


